
 

西脇地方合同庁舎をご利用の皆様へ 

 

 当施設のエレベーターは老朽化しているため、令和８年１月７日（水）～

令和８年２月１９日（木）まで、エレベーター改修工事を行います。 

 改修工事期間中は、エレベーターの利用ができなくなり、皆様にはたいへ

んご不便をおかけすることになります。申し訳ございません。 

 改修期間中は、簡易電話を設置いたしますので、西脇労働基準監督署（４

階）又は西脇公共職業安定所（２階）まで、お越しいただくことが困難な方

は連絡をお願いします。 
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